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第１章 総論 

はじめに 

市民医療センターは、昭和２０年に開院して以来、地域において市民に必要な医療を提供する公
的医療機関としての役割を果たしてきました。また、 地域住民の生命・健康を守る役割を担ってきまし
た。 
令和２年度以降はコロナ禍にあり、従来の国の疾病対策、感染予防対策に対し大きな課題が突き

付けられました。これまで地域医療体制の見直し対象とされていた全国の公的医療機関についても、そ
の役割は再認識され、国民の生命を守るため新たな枠組みによる機能強化が求められはじめました。   
パンデミック初期の段階からの感染者受け入れやＰＣＲ検査等を果たしてきた公的医療機関の役割

は大きいものといえます。 
今後とも税金が投入されている公的医療機関は、デジタル・トランスフォーメーション（以下、DX とい

う。）を活用しつつ、ウィズコロナ、アフターコロナ下での受診困難者や後遺症患者へのケアを始め、こうし
た災害級のパンデミックや大規模災害に対し対応できる体制を維持し強化することが必要です。 
また、市民医療センターは公立であるという意味において、市民のセーフティネットとしての役割を果たし

ています。 
さらに、近年、健康寿命の延伸に対する社会的な取り組みの大切さが叫ばれる中、医療側からのアプ

ローチの必要性も認識されてきており、その具体的方策として、SDH（健康の社会的決定要因）に着
目した社会的処方が注目されてきております。当センターでは、医療側から社会的処方を通し、患者の
健康増進に寄与する社会的資源へのアプローチに関する取り組みをスタートさせました。 
併せて、地域包括支援センターと認知症初期支援グループというアウトリーチ（訪問支援）の２大急

先鋒を有し、それと外来を強力に連係させ、複合施設としての強みを生かし、市の福祉部門とも連携
し、地域包括ケアシステムを積極的に支えています。 
以上のような公的医療の重要な役割がある中、人口減少や少子高齢化、医療需要の変化への対

応、質の高い医療体制の提供体制を維持するため、経営強化を行う必要があり、「経営ビジョン」を策
定し、職員が一丸となり市民医療センターの総合力の向上と経営の改革に一丸となって取り組んで参り
ます。 
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1.1  策定の趣旨 

市民の平均年齢が県内で最も若い本市においても、高齢化の加速により社会保障費が増大してい
ます。 
センターでは、財政状況を改善するため、平成 30 年度から令和 4 年度までの 5 年間にわたる

経営改革プランを策定し改善に努めてきました。 
今回、経営ビジョン策定となりますが、前プランを振り返り、課題を明らかにするとともに、センターを取り

巻く社会情勢や内部の状況を正確に把握し、新興感染症対応などで先を見通せない状況において、
限られた医療資源で実効性のある現実的なプランを策定することが必要です。 
近年、医療・介護を取り巻く環境は大きく変化しており、多くの公立の医療施設が多額の経営赤字を

抱え、経営環境やサービス提供体制の維持が極めて厳しい状況のなか、その存在意義が問われていま
す。本センターにおいても例外ではなく、一般会計から繰入金を受けながら、事業運営をしている現状で
す。一方で、経営健全化の課題に全力で取り組み、公の立場としての役割を見つめなおし、地域に安
定した質の高い医療、在宅ケアサービスを継続的に市民へ提供することが求められています。 
そこで、本センターでは、経営方針を明確にし、目標設定と評価により、持続可能な経営と必要な医

療・在宅ケアサービスの提供体制を確保する為、「市民医療センター経営ビジョン（以下「経営ビジョン」
という。）」を策定しました。 

 
 

1.1-2  経営ビジョンの構成 

 

※経営目標、行動計画は、本ビジョン中では、当面５年間とします。 
  

経営ビジョン適用期間（１０年）

行動計画（５年）

経営指標、収支計画（３年）
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1.2  計画の概要 

1.2.1 医療、福祉に係る市の課題 

 本市の特性として、地域の高齢者等ができる限り要介護にならないように介護予防サービスや予防医
療等を適切に確保し、「健康寿命の延伸」と「医療費の削減」を実施することがが求められています。 
 本市は、65 歳健康寿命が埼玉県平均より短く、高齢化率や要介護認定者数は今後も上昇し続け
る予測となっており、高齢になっても、健康で生き生きとした生活を続けるため、介護を必要とする状態に
ならないような取組が必要となっています。 
 また、国保加入者のうち、前期高齢者の一人当たり医療費は 2020 年度で県内一高額となってお
り、高齢になっても健康で自立した生活を送るためには、若い頃から適度な運動などの望ましい生活習
慣を身につけることが必要となっています。 
 

1.2.2 計画の位置づけ 

本計画は、埼玉県、戸田市での医療、高齢者支援に関する計画を実現するために必要な取組をま
とめたものです。 

 
 

第７次　埼玉県地域保健医療計画
「地域保健医療計画」及び「医療費適正化計画」、「質が高く効率的な医療提供体制の確保と医
療・介護サービス連携の強化」を掲げ、取り組むこととしています。

第８期　埼玉県高齢者支援計画
「地域包括ケアシステムの更なる推進」を掲げ、地域生活を支援する体制整備の促進の施策におい
て、在宅医療・介護連携の促進に取り組むこととしています。

第５次　総合振興計画
戸田市の事業に向けたまちづくりの指針として、市民と行政が、共に目指す将来都市像を描き、その
実現に向けた明確な目標や方策を定めた計画です。その中で、救急医療体制の確保と公的医療機
関としての機能強化、さらに、診療機能の充実により、地域医療の整備を進め、市民が安心して医療
を受けることができるように取り組むこととしています。

第７期戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（戸田市地域包括ケア計画）
「地域包括ケアシステムの深化・推進」を掲げ、戸田市の特性にあわせた地域支援事業の推進の中
で、在宅医療・介護の連携推進に取り組むこととしています。

市民医療センター　経営ビジョン
戸田市立市民医療センターの内外の環境変化に対応し、地域の公的な医療機関として必要な取り
組みをまとめたものです。公的医療機関として、平常時からの感染症対策、災害時の救護所機能強
化、独居高齢者や生活困窮者等の患者の受け入れ等を実施し、市の医療施策を補完していきま
す。また、医療、福祉に係る市の課題の解決に寄与するために、健診や在宅医療を実施するととも
に、介護予防サービスに繋げていく事業を実施する。

埼玉県

戸田市

当センター
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1.2.2 計画の期間 

経営ビジョンの計画期間は、2023年度（令和 5年度）から 2032年度までの 10年間とします。 
ただし、社会情勢や医療制度改革等、本センターを取り巻く環境の変化により、経営ビジョンの内容

が実態と差異が生じたとき、また、経営ビジョンで掲げた経営指標に係る数値目標の達成が著しく困難で
ある場合は、必要に応じて経営ビジョンの見直しを検討し、内容の変更が生じた時は、これを公表しま
す。 

 

1.2.3計画策定のプロセス 

数値目標、行動計画の実施状況については、「戸田市立市民医療センター経営会議」において、毎
年、点検・評価を実施し、結果を公表します。 
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1.3 事業の概要 

(1) 診療部門 

  

名称 戸田市立市民医療センター 
設立年度 昭和 20年 10月 1日 
病床数  19床（内科一般病床） 

施設基準 
(計 26) 

・時間外対応加算 2 ・夜間・早朝等加算 ・患者サポート体制充実加算 
・有床診療所緩和ケア診療加算 ・地域包括診療加算 ・救急医療管理加算 
・有床診療所入院基本料 ・入退院支援加算 2 ・明細書発行体制等加算 
・外来リハビリテーション診療料 ・脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅲ  
・呼吸器リハビリテーション料Ⅱ ・運動器リハビリテーション料Ⅲ  
・ニコチン依存症管理料 ・がん患者指導管理料 ・がん治療連携指導料  
・夜間休日救急搬送医学管理料 ・在宅時医学総合管理料  
・施設入居時等医学総合管理料 ・在宅療養支援診療所 3  
・外来感染対策向上加算 ・連携強化加算 
・コンピューター断層撮影(CT撮影) ・薬剤管理指導料  
・酸素の購入価格に関する届出 

診療科目 
(外来) 

内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、小児科、耳鼻咽喉科、整形外科、循
環器内科 
（診療科８科） （各種健康診断、予防接種、リハビリテーション） 

診療体制（令和４年度） 

常勤換算 
職員数 
38人 

()は常勤職員数 
33人 

医師 5.1人（4人） 看護師 12.1人（12人） 
看護助手 0.0人（0人） 薬剤師 3.1人（3人） 

臨床検査技師 1.9人（1人） 放射線技師 2.1人（2人） 
理学療法士 2.4人（2人） 言語聴覚士 0.1人（0人） 
臨床心理士 0.1人（0人） 事務職員 10.1人（8人）  
作業療法士 1.0人 (1人)   
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(２) 地域ケアサービス部門 

名称 戸田市訪問看護ステーション 
設立年度 平成 5年 4月 14日 

届出基準 
(計 9) 

・24時間対応体制加算 ・特別管理加算 ・複数名訪問看護加算 ・退院支援指
導加算 ・緊急訪問看護加算 ・長時間訪問看護加算 ・退院時共同指導加算  
・精神科訪問看護基本療養費 ・ターミナルケア加算 

サービス提供体制（令和 3年度） 
常勤換算職員数 4.9人   
（）は常勤職員数 4人 

看護師 4.5人（4人） 
事務職員 0.4人（０人） 

 
名称 戸田市立地域包括支援センター 

設立年度 平成 20年 4月 1日 
サービス提供体制（令和 3年度） 

常勤換算職員数 
6.7人 

()は常勤職員数 
4人 

看護師 0.0人（0人） 保健師 1.0人（1人） 
社会福祉士

※ 
1.0人（1人） 介護支援専門員 2.4人（1人） 

主任介護 
支援専門員 1.7人（1人） 事務職員 0.6人（0人） 

 

  

※社会福祉士に準ずる者を含む。 
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1.4 基本理念、基本方針 

今後も市民の生命と健康を守るため自立・継続可能な運営を目指し、市民の信頼が得られるよう、
職員が一丸となって経営改革、意識改革を実行し、設立以来の基本理念、基本方針に則り、地域に
安定した医療と高齢者の在宅福祉サービスの提供を行っていきます。 
医療サービスとしては、地域の重要な医療拠点として、「安心」「安全」「安定」を基本方針に、経済困

窮者や医療難民等に対しても、医療における市民のセーフティネットとしての役割を果たしていきます。 
在宅福祉サービスとしては、高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし続けることができる

よう高齢者の社会参加の促進や地域包括ケアシステムの深化・推進を図るとともに、高齢者のニーズに
応じた適正なサービスを提供し日常生活の支援体制の充実を図ります。 

 
基本理念 

市内唯一の公的医療機関として、地域住民のニーズの高い医療を提供し、市民の健康保持に

貢献するとともに、災害時の医療拠点施設としていつでも安心して暮らせるまちづくりに貢献します。 

また、各関係機関と連携を図り、高齢者等が住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を継続
できるよう支援を行います。 

 
 

基本方針 

1. 市民が「安心」できる医療を提供します。 

2. 市民に「安全」で正確な医療と信頼できる医療情報を提供します。 

3. 地域に絶やすことのない「安定」した医療を提供します。 

4. 高齢者等の社会参加を促し、要介護状態等になることを予防します。 

5. 介護保険サービス等が適切に利用できるよう支援を行います。 

6. 在宅療養者が「安心」「安全」に生活できるよう支援を行います。 
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1.5 センターが果たすべき役割 

1）診療所としての役割 
診療部門は、診療所として 70年以上の実績があり、今後も、引き続き、地域住民のかかりつけ医と

しての役割が求められています。市民へアンケートを実施するなど時代の流れと地域住民のニーズをしっか
り把握し、医療と福祉の複合施設の強みを活かしたサービスの提供が求められています。 
また、新興感染症の感染拡大時に備えた平時からの取り組みとして、新型コロナウイルス感染症対策

として発熱外来やワクチン接種を迅速に対応してきたものと同様に、災害級のパンデミックや大規模災害
に対し対応できる体制を維持し強化することが必要です。 
 
2）公的機関としての役割 
公立であるという意味において、市全体の医療・介護に貢献する役割が期待されています。有床診療

所としての機能を最大限に発揮し、セーフティネットとして医療や介護を提供すること、福祉部をはじめ関
係機関との連携を図り、本市の課題である「健康寿命の延伸」、「医療費の削減」などの医療・福祉施
策の一助を担うことが求められています。 
 
3）行政機関としての役割 
戸田市第 5次総合振興計画の施策 8「地域医療体制の強化」に基づき、医療の分野において、埼

玉県地域保健医療計画に掲げられた地域医療整備の役割が求められています。 
また、災害医療においては、戸田市地域防災計画に基づき、本部の医療班としての機能が求められ

ています。 
 
4）SDGs推進としての役割 
 SDGｓとは、「持続可能な開発目標」の略称で、すべての人々が豊かで平和に暮らし続けられる社会
を目指した国際社会共通の目標です。 
 目標の一つとして、「すべての人に健康と福祉を」を掲げており、本センターとしては、「誰一人取り残さな
い地域包括ヘルスケアサービス」が求められています。 
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第２章 経営方針 

「センターが果たすべき役割」を基本とし、経営方針を下記のとおりとします。 
 
1．経営形態について 
急激な高齢化により、医療・介護の両機能を併せ持つセンターの役割は、ますます重要となっていま
す。したがって、長年にわたり、地域の主治医として、「安心」「安全」「安定」な医療を提供しているセンタ
ーです。   
また、公的医療機関の医療行政として、「平常時からの感染症対策」、「災害時の救護所機能の強
化」が求められているところです。また、戸田市の課題である「健康寿命の延伸」、「医療費の削減」を市
の福祉部門を始め様々な機関と連携し、課題解決の一助を担うことが求められています。 
なお、入院病棟については、令和５年３月現在では、医師不足のため一時休止中ですが、再開をす
るように医師の確保をし、事業を再開するようにします。 
以上のことから、本センターの経営形態については、公営としますが、随時、本センターのあり方について
は検討をします。 
 
2．経営戦略について 
 地域包括ケアシステムにおける有床診療所としての役割を担うとともに、介護老人保健施設、地域包
括支援センター及び訪問看護ステーションが併設となっているセンターの特徴を活かして、医療と介護の
両面から地域包括ケアシステムを支えていきます。 
 また、経営の単なる赤字解消を目標とするのではなく、地域や社会から求められる課題を解決するため
に、医療・介護の採算ベースにのらない場合についても積極的に取り組みを行い、誰一人残さない医療
と介護を実施していきます。 
 

1）在宅医療の推進 
年々増大する在宅医療の需要に応えるため、医師をはじめ多職種を活用した訪問診療を積極

的に実施していきます。訪問看護体制の充実も図り、DX を活用したオンライン診療も導入をし、よ
り積極的な在宅医療を推進していきます。 

     また、SDH（健康の社会的決定要因）による社会的処方を積極的に推進するとともに、地域
包括支援センターと認知症初期支援グループというアウトリーチ（訪問支援）の２大急先鋒を有
し、それと外来を強力に連係させ、複合施設としての強みを生かし、市の福祉部門とも連携し、予
防医療・予防介護を実施し、健康寿命を延伸するために地域包括ケアシステムを積極的に支えて
いきます。 
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2）認知症への対応 
地域ケアを進展させていく上で保健福祉と医療との連携は不可欠とされており、地域ケア機能を

併設した医療機関の当センターの役割は大きいです。今後、更なる増加が見込まれる認知症への
対応として、認知症・物忘れ相談医を継続するとともに、認知症初期集中支援チームを設置し、
認知症の人ができる限り住み慣れた環境で暮らし続けることができるよう支援していきます。 

 
3）独居高齢者の積極的受入 

公的医療機関の役割として、誰もが必要な医療を受けられるよう、独居高齢者や生活困窮者
等の患者を積極的に受け入れていきます。 

 
4）市民ニーズに対応した訪問看護 
    公的医療機関の役割として、認知症の人や精神疾患患者、障害をもった小児等、民間では
十分に対応できていない患者に対しても、必要な訪問看護サービスを提供していきます。 
また、理学療法士や作業療法士と連携して、コロナ禍によるフレイルなどにより増加している在宅
療養患者のリハビリテーションも積極的に実施していきます。 

 
5）平常時からの感染症対策 
   新型コロナウイルス感染症のパンデミック初期の段階からの感染者受け入れやＰＣＲ検査を実
施してきました。また、ワクチン接種についても大規模接種を行ってきました。 

  引き続き、災害級のパンデミックや大規模災害に対し対応できる体制を維持し強化していきます。 
 
6）災害時の救護所機能の強化 
   戸田市地域防災計画に基づき、大規模地震、風水害等の災害発生時に、市の医療班として
救護所を設置し、医師会等と協力して傷病者を救護する役割を担っているため、体制を強化して
いきます。 

 
7）広報活動の強化 

有床診療所としての取組を医療・介護の関係機関に周知するとともに、地域住民への医療講
座の開催など地域貢献にも努め、入院・外来患者の支持を獲得していきます。 

 
8）医療のデジタル化への対応 
   オンライン診療、オンライン資格確認の導入を行い、よりよい医療サービスを提供します。 
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第 3章 経営目標 

（1）診療部門 
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（2）訪問看護ステーション部門 

 

2　訪問看護ステーション事業

（1）収支目標
(千円）

事業収益(A) 38,696 40,579 41,487

事業収益(C) 38,556 40,439 41,347

事業外収益 140 140 140

事業費用(B) 56,693 58,630 57,846

事業費用(D) 56,693 58,630 57,846

給与費 51,198 51,771 52,318

材料費 80 80 80

経費 5,415 6,779 5,448

非常勤職員賃金 3,020 3,053 3,053

委託費 527 1,858 527

その他経費 1,868 1,868 1,868

事業外費用 0 0 0

経常損益(A)-(B) -17,997 -18,051 -16,359 

（2）経営数値目標

訪問看護件数(件/年) 4,536 4,752 4,853

1日平均訪問件数(件/日) 21.0 22.0 22.4

訪問看護単価(円/件) 8,500 8,510 8,520

項目
令和５年度
(目標値)

令和６年度
(目標値)

令和７年度
(目標値)

項目
令和５年度
(目標値)

令和６年度
(目標値)

令和７年度
(目標値)
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（3）地域ケアサービス部門 

 地域包括支援センターの収益は、市からの運営受託料がほとんどとなっており、業務内容からも採算性
を確保することを目的とした部署ではないため、項目を次の通り設定し、事業目標値を定めます。 
項目 令和５年度 

（目標値） 
令和６年度 
（目標値） 

令和７年度 
（目標値） 

総合相談件数 
（件/年）    

6,428   6,519 6,611 

介護予防プラン作成
件数（件/年） 

    1,773 1,798 1,823 
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第 4章 主な取組内容 

経営方針に基づき、以下の施策に取り組み、経営目標の達成を目指します。 

4.1 目標達成に向けた今後の行動計画 

（１）診療部門 

１ 新しい取り組み                                        

① デジタル化への対応 

・「アウトリーチ×デジタル化」による地域医療の可能性を広げ、誰一人取りこぼさない医療体制を目指し
オンライン診療を開始します。受診困難者や小児の慢性疾患に対して実施する取り組みから開始しま
す。 
・オンライン資格認証システムを導入し、薬剤情報や特定健診情報その他の必要な情報を取得・活用
し診療に生かします。 

② 診療科目の新設 

・市民意識調査を実施し、地域住民や患者の医療ニーズの高い診療科目を新設します。 
 

２ 専門外来の充実 
 専門外来を市民へ周知し、受診者の増加を図ります。                                          

①  コロナアフターケア外来の実施 
②  起立性調節障害専門外来の拡充 
③  小児頭痛外来の拡充 
④  アレルギー性鼻炎に対する舌下免疫療法の取り組み 
⑤  喫煙者への禁煙指導及び治療 
⑥  認知症患者のサポート 

 

３ 在宅医療の推進 
  訪問診療体制の充実を図り、在宅療養者を支援します。 
  訪問診療とオンライン診療を併用し患者のニーズに合った診療を行います。オンライン環境のない、患 
者に対しては看護師がタブレットを持参し診療補助を行うアウトリーチ型のオンライン診療も導入をし
ます。 
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４ 独居高齢者等の積極的受入れ 
生活困窮者が経済的な理由により受診を控えるケースが問題となっており、身元保証や身元引受を

行う者がいない独居高齢者や生活困窮者等の社会的に弱い立場にある人が、医療を受けにくい現状
があります。 
①公的医療機関の役割として、誰もが必要な医療を受けられるよう、独居高齢者や生活困窮者等の
患者に対して、各機関と連携し必要な医療を提供します。 
②患者の受入れに当たっては、市の福祉部や併設する地域包括支援センターと連携して地域で医療を
受けられず困っている患者の把握に努めます。  
 

５ 認知症初期集中支援 
認知症患者への業務は不採算ではありますが、社会的セーフティネットとしては今後とも需要増大が

見込まれるため、公的医療機関が率先して果たしていく必要があります。 
① 福祉部と連携し、認知症初期集中支援のため、医師（認知症サポート医）や看護師、社会福祉

士等、医療と福祉の専門職の「認知症初期集中支援チーム」により、認知症患者や認知症が疑わ
れる人、その家族を訪問するなどの支援を行います。 

② 認知症初期集中支援チームで早期診断・早期対応することにより、適切な医療・介護サービスにつ
なげ、 
住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう支援していきます。 

 

６ 医療介護相談窓口の設置 
職員体制を整備し、地域医療・介護連携窓口を設置し、情報の共有化を図り、サービス提供が

円滑に行われるよう調整を行います。 
 

７ 診療スタッフの接遇向上 
 患者へ快適な医療サービスを提供するために、診療スタッフの接遇教育を継続的に実施するととも
に、接遇チェックシステムを作成し、定期的にチェックを実施することで、診療スタッフ一人ひとりの接遇に
対する意識の向上を図ります。また、患者アンケートを実施し、本センターのスタッフの満足度調査を実
施し、患者サービスの向上を図ります。 
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（２）地域ケア部門 

１ 良質な訪問看護サービスの提供及び利用者サービス向上 
① 各機関と連携を図り、訪問看護を希望する利用者に速やかに訪問看護サービスを提供します。 
② 利用者が安心して在宅療養が送れるように、２４時間対応体制を充実し、必要な時に相談でき、

緊急時に対応できる体制を確保します。 
③ カンファレンス・勉強会の開催及び各種研修会参加により知識・技術の向上を図り、安定した訪問

看護サービスが提供できる人材を育成し、組織力を強化します。 
④ 看護学生を受け入れ、訪問看護ステーションにおける基礎教育の場を提供します。 
⑤ 理学療法士・作業療法士と連携し、質の高いサービスを提供します。 
 

２ 市内の地域包括支援センターの後方支援 
  市内の地域包括支援センターと連携を強化し、医療と介護の両面から地域ケアシステムを推進しま 
す。           

（３）経営的視点の取り組み  

１ 年次目標の設定・管理による職員の意識啓発 
全職員が経営に関する意識に関して共通認識を持って効率的に業務に取り組めるよう、経営方針

等について明文化し、経営会議を実施し、明確な成果目標を設定し、目標達成に向けて職員が一丸
となって取り組みます。 
① 経営会議を実施し、経営ビジョンの進捗管理を行います。 
② 経営情報を全職員へ周知徹底します。 
③ 診療科目別の目標設定・管理を行い、経済効果の分析を行います。 
 

２ 経費等の見直し 
医薬材料・医薬品の価格妥当性評価、委託・賃借契約内容の見直しなどの、費用削減に向けた取

組みと診療報酬についての適切な知識の習得を行い経営健全化に努力します。 
診療材料の導入品目の再検討や、在庫管理の徹底などにより、診療材料費の削減に努めます。 
① 薬品について使用期限の管理を徹底するとともに、後発医薬品への更なる切り替えを推進し、薬品
費の削減に努めます 

③ 契約内容の見直し等を行い、委託費などの経費削減に努めます。 
③ 診療報酬についての知識を習得し改定時の確認を行います。 
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３ 職員の適正配置 
  会計年度任用職員については適切に採用します。                                             

 

（４）公的医療機関としての防災の取り組み 
 

戸田市地域防災計画に基づき、大規模地震、風水害等の災害発生時に、市の医療班として救
護所を設置し、医師会等と協力して傷病者を救護する役割を担っています。 
救護所では、傷病の程度の判別（トリアージ）を実施し、傷病者に必要な手当てを行うとともに、

救護所で処置ができない重症者については、後方医療機関（第二次・第三次救急）につなぐことと
なります。 
今後想定される首都直下型地震や風水害等、被災者にしっかりと対応し、公的医療機関として

市民の健康と生命を守るため、災害対応の機能強化を進めます。 
① 戸田市地域防災計画との連携強化、防災訓練の実施 
② 災害用医療備蓄品の確保 

 

（５）広報活動・人材育成の取り組み  
 
１ 「広報戸田市」やホームページなどの媒体を有効に活用し、センターの取組を積極的に周知します。 
２ 専門職の人材を活用した市民講座を開催するなど、地域貢献を積極的に行います。 
３ 看護学校等と連携し、外来や地域包括支援センターにて、実習生を受け入れ、併せて本センター
内でも専門職間連携研修を行います。 

４ 職員は、市の人事評価制度における業績評価の対象として、経営改革に関する業務を１つ取り上 
げ、目標達成に向け取り組みます。 
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